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長房ふれあい館の施設の貸出基準 

 

１ ふれあい館の施設（浴室を除く・以下「施設」という。）の貸出しについては、八王子市長房

ふれあい館条例（以下「条例」という。）及び同条例施行規則に基づき手続きを行うこと。 

 

２ 施設の使用に係る取扱は、先着順とする。 

 

３ 施設は、会議、講習、研修会その他これらに準ずるものの使用に供すること。 

なお、※老人福祉施設部分は、個人利用（水・木・金）、講習、サークル活動、会議、研修そ

の他これらに準ずるものの使用に供すること。 

 

４ 施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を承認

しないこと。 

（１）営利を目的とするものであるとき 

（２）秩序を乱すおそれのあるとき 

（３）管理上支障のあるとき 

 

５ 施設の使用に伴う付属器具の使用に係る取扱いについては、指定管理者の定めるところによ

る。 

 

６ 施設等の使用申請の受付開始日及び受付時間は、次のとおりとする。また、電話による予約

は受け付けない。 

（１）受付開始日 

浴室を除く施設 使用日の属する月の 2 か月前の月の初日 

老人福祉施設を 60 歳 

以上の者が団体で使用 

4 月から 9 月までの使用は 2 月の初日に、10 月から 

翌年 3 月までの使用は 8 月の初日に、2 月・8 月初日

以降は随時受付 

 

（２）受付時間 

施設の使用申請の受付時間は、原則として、午前 9 時から午後 8 時 30 分までとする。 

 

７ ふれあい館の休館日は、毎月第 2・4 月曜日（祝・休日のときは翌日）、1 月 4 日から 1 月 4

日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までとする。 

別紙３ 
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８ 施設の使用時間は、午前 9 時から午後 9 時 30 分までとする。ただし、老人福祉施設部分を

無料で使用する場合は、午前 9 時から午後 4 時までとする。 

なお、老人福祉施設部分（水・木・金の娯楽室・和室一・二を除く）は、午前 9 時から午後

4 時までの時間内でも空いている場合は、有料貸出しできる。 

 

９ 浴室を使用できる者は条例第 6 条に該当する者のみとし、利用可能日は水・木・金曜日の午

前 11 時～午後 3 時までとする。 

 

10 前 9 項に定めるもののほか、施設の貸出し、又はこの基準の解釈について疑義が生じた場合

は、直ちに市と協議すること。 

 

 

※ 老人福祉施設とは、次の施設をいう。 

①集会室１ ②集会室２ ③和室１ ④和室２ ⑤娯楽室 ⑥多目的室３ ⑦浴室 


